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人
事
院
は
８
月
７
日
、
政
府
と
国
会
に
対
し
て
、
国
家
公

務
員
の
給
与
に
関
す
る
勧
告
及
び
公
務
員
人
事
管
理
に
関
す

る
報
告
を
行
い
ま
し
た
。 

 

官
民
較
差
は
、
月
例
給
で
３
８
７
円
（
０
．
０
９
％
）
、
一

時
金
は
０
．
０
６
月
と
、
と
も
に
６
年
連
続
で
民
間
が
公
務

を
上
回
り
ま
し
た
が
、
３
０
歳
代
半
ば
ま
で
の
職
員
が
在
級

す
る
号
俸
の
改
定
に
と
ど
ま
り
、
４
０
歳
代
以
降
の
年
代
に

つ
い
て
は
、
ベ
ー
ス
ア
ッ
プ
と
は
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 
 
 
■採用方法について 
 再任用の採用は、年金支給年齢の引き上げに伴う

もので、「国公法３８条と７８条に該当しない場合」

は『義務』付けられています。しかし、 
○関東・四国・九州地整では「…定員の状況等を

考慮の上、従前の勤務実績及び健康状態等に基づく

選考」と記述。 
○近畿地整では、「…従前の勤務実績等に基づく選

考」と記述。 
○中国地整・地理院では、「…再任用意向調書提出

期限を徒過して再任用の希望を出した場合」の記述。

採用に『差別』を持ち込む気配があります。 
■勤務形態及び勤務時間の欄 
 ○勤務形態の短時間勤務（週４日・３日）につい

ては、必ず連続する必要は無いはずですが、関東・

九州地整では、「連続する」の記載となっています。 

 
 
 

令和２年度の再任用の募集要項が各地整及び

地理院から出されました。 
管理職ユニオンでは、これらを比較したところ、

それぞれの地整で以下のような特徴が見られま

す。私たちは、全国的に格差のない運用を追求し

ていきます。 
 
■採用対象者について 
 ○中部地整のみ、中部地整職員に限定していま

せん。中部では、居住地に配慮し他地整での再任

用を実現しています。 
■勤務官署について 
 ○出張所での再任用者の活用は、ユニオンが要

求し拡大させてきました。遅ればせながら関東地

整で勤務官署として「出張所」が記載されること

となりました。 

 
 

私
た
ち
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン

は
、
人
事
院
に
対
し
、
①
「
総

賃
金
抑
制
」
の
下
、
地
域
格
差

の
拡
大
と
高
齢
層
の
賃
金
抑

制
を
取
り
や
め
る
こ
と
、
②
管

理
職
員
の
生
活
を
基
礎
に
し

た
賃
金
引
き
上
げ
を
行
い
、
職

責
に
準
じ
た
賃
金
と
す
る
こ

と
、
③
賃
金
改
定
に
あ
た
っ
て

は
、
生
計
費
と
経
験
・
勤
続
年

数
に
応
じ
た
賃
金
水
準
を
前

提
に
、
世
帯
形
成
及
び
教
育
費

な
ど
の
負
担
に
着
目
し
た
配

分
と
す
る
こ
と
、
④
比
較
企
業

規
模
は
少
な
く
と
も
１
０
０

人
以
上
に
戻
す
こ
と
、
⑤
５
５

歳
以
上
の
処
遇
に
つ
い
て
は
、

国
家
公
務
員
の
任
用
形
態
に

合
わ
せ
た
勧
告
と
し
、
こ
こ
数

年
行
わ
れ
て
い
る
、
単
純
な
官

民
比
較
で
の
処
遇
の
切
り
下

げ
を
行
わ
ず
、
ま
た
、
切
り
下

げ
ら
れ
た
部
分
の
回
復
を
行
う
こ
と

を
要
求
し
て
き
ま
し
た. 

し
か
し
、
今
回
の
勧
告
は
、
こ
う

し
た
管
理
職
員
等
の
要
求
か
ら
は
ほ

ど
遠
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

管
理
職
層
は
、
定
員
削
減
で
厳
し
い

職
場
実
態
の
な
か
、
行
政
の
現
場
の

第
一
線
で
重
要
な
職
責
を
担
っ
て
い

ま
す
。
更
に
、
４
月
か
ら
導
入
さ
れ

た
超
過
勤
務
の
上
限
規
制
に
よ
っ
て

行
政
サ
ー
ビ
ス
低
下
を
招
か
な
い
為

に
「
部
下
の
勤
務
時
間
と
健
康
管
理
」

と
「
業
務
の
進
捗
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
」

に
奮
闘
し
て
い
る
管
理
職
員
層
に
と

っ
て
は
、
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
の
維
持

も
困
難
に
な
り
ま
す
。 

 

管
理
職
層
に
と
っ
て
大
き
な
期
待

で
あ
り
不
安
で
も
あ
る
『
定
年
延
長
』

に
関
し
て
は
、
基
本
的
に
触
れ
て
お

ら
ず
、
昨
年
、「
定
年
を
段
階
的
に
６

５
歳
に
引
き
上
げ
る
た
め
の
国
家
公

務
員
法
等
の
改
正
に
つ
い
て
の
意
見

の
申
出
」
の
な
か
で
、「
複
雑
高
度
化

す
る
行
政
課
題
に
的
確
に
対
応
し
、

質
の
高
い
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
維
持
し

て
い
く
た
め
に
は
、
６
０
歳
を
超
え

る
職
員
の
能
力
及
び
経
験
を
６
０
歳

前
と
同
様
に
本
格
的
に
活
用
す
る
こ

と
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
、

再
任
用
職
員
の
能
力
と
経
験
に
大
き

く
期
待
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
に

も
関
わ
ら
ず
、
賃
金
等
処
遇
面
及
び

制
度
面
で
「
ゼ
ロ
回
答
」
は
許
さ
れ

ま
せ
ん
。 

「
公
務
員
人
事
管
理
に
関
す
る
報

告
」
の
中
で
は
、
長
時
間
労
働
の
是

正
に
む
け
て
、
今
年
も
定
員
問
題
に

言
及
し
、
定
年
年
齢
の
引
き
上
げ
に

む
け
た
措
置
の
早
期
実
施
に
ふ
れ
た

こ
と
は
、
私
た
ち
の
運
動
の
成
果
で

す
。
今
後
、
良
い
方
向
へ
実
現
す
る

よ
う
運
動
を
強
め
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
す
。 

ま
た
、
非
常
勤
職
員
に
勤
続
６
ヶ

月
以
上
で
夏
季
休
暇
と
し
て
連
続
３

日
が
取
得
出
来
る
な
ど
、
労
働
者
の

処
遇
改
善
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

あ
る
地
整
の
人
事
課
か

ら
、
各
事
務
所
か
ら
の
特
例

業
務
の
申
請
に
対
し
、
「
な

ぜ
特
例
と
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
か
伝
わ
ら
な
い

も
の
が
多
い
。
」「
特
例
業
務

と
通
常
業
務
の
違
い
が
不

明
瞭
。
」「
予
算
要
求
事
務
を

４
月
か
ら
出
し
続
け
て
い

る
所
属
が
あ
る
。
業
務
の
ピ

ー
ク
時
の
整
理
・
把
握
の
上

で
の
届
出
と
な
っ
て
い
る

の
か
。
」「
本
局
へ
の
提
出
後

の
質
問
や
修
正
対
応
を
理

由
に
特
例
で
あ
げ
て
い
る

の
は
対
外
的
に
説
明
出
来
な
い
。
」

「
や
む
を
得
ず
緊
急
対
応
せ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
場
合
に
の
み
届
出
と
し

て
あ
げ
る
べ
き
。
」
と
指
摘
が
返
っ
て

き
て
い
る
。 

 

当
局
は
４
月
の
導
入
時
の
説
明
で

は
『
限
ら
れ
た
期
間
内
で
迅
速
な
対

応
が
求
め
ら
れ
る
重
要
業
務
』
の
事

例
と
し
て
「
予
算
要
求
業
務
」
を
例

示
し
て
い
る
。
後
出
し
ジ
ャ
ン
ケ
ン

も
い
い
と
こ
ろ
だ
。 

 

更
に
「
所
属
長
は
こ
の
内
容
で
後

日
に
理
由
を
分
析
し
、
検
証
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
。
」
と
指
摘
を
続
け

て
い
る
。
人
事
院
の
説
明
文
書
で
は

「
各
省
各
庁
の
長
が･

･
･

適
切
な
対

応
を
講
ず
る
も
の
」
と
さ
れ
て
お
り
、

当
然
、
対
応
を
講
ず
る
も
の
が
「
そ

の
要
因
の
整
理
、
分
析
及
び
検
証
」

を
行
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
ん
な
責
任

転
嫁
は
許
せ
な
い
！
当
局
は
職
場
の

現
実
に
向
き
合
う
べ
き
だ
。 （

Ｒ
） 
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シリーズ第２回

２ 地方整備局の現状

地整全体

【本局】 増 減 差引き

ライン 304 193 111
スタッフ（所属付） 17 36 -19 

スタッフ 105 69 36
計 426 298 128

【事務所】 増 減 差引き
ライン 432 746 -314 
スタッフ（所属付） 612 722 -110 

スタッフ 592 425 167
計 1,636 1,893 -257 

合計 2,062 2,191 -129 

スタッフ・ライン別

地整全体 増 源 計 合計

○○官 44 46 -2 

局建設専門官 57 10 47

局課長・室長 27 12 15

局補佐 57 37 20
専門官 3 0 3
保全指導・監督官・用地官 4 13 -9 
専門員 14 36 -22 
局係長 220 144 76 128

副所長 34 17 17
事業対策官 23 8 15
総括地域防災調整官 10 1 9

地域防災調整官 20 1 19
総括保全対策官 43 0 43
保全対策官 123 2 121
工事品質管理官 2 5 -3 
契約事務管理官 13 3 10
用地対策官 16 5 11
建設専門官 276 92 184
占用調整管理官
道路管理指導官 16 50 -34 
用地官 3 99 -96 
建設監督官 47 159 -112 
課長 70 151 -81 
専門官 476 90 386

専門職 47 101 -54 
専門員・調査員 45 530 -485 
係長 270 442 -172 
出張所長 14 26 -12 
専門官 44 1 43
出張所係長 44 110 -66 -257 

合　　計 2,062 2,191 -129
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副所長の年齢構成の変化
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出張所長の年齢構成の変化
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国民の期待に応える組織体制の充実と共に管理職員の処遇改善を目指して(案)

地
整
代表事務所 構成事務司

岩木川ダム統管

高瀬川河川

岩手河川国道 北上川ダム統管

釜房ダム管理

七ヶ宿ダム管理

東北国営公園

東北技術

鳴瀬川総合開発工事

鳴子ダム管理

能代河川国道

鳥海ダム工事

玉川ダム管理

鳴瀬ダム工事

山形河川国道 最上川ダム統管

月山ダム管理

新庄河川

郡山国道

磐城国道

三春ダム管理

摺上川ダム管理

三陸国道

南三陸国道

福島河川国道

東
北

技術審査・品質確保課のセンター化

青森河川国道

仙台河川国道

北上川下流河川

秋田河川国道

湯沢河川国道

酒田河川国道

事務所長の年齢別投球分布

２００１年 ２０１８年 改善率
事務所長８、９級 56 68 121%
副所長７級 16 19 119%
課長６級 152 142 93%
出張所長６級 63 57 90%

５級 ６級 ７級 ８級 ９級 １０級

本府省庁 課長補佐
課長補佐
(困)

室長 室長(困) 課長(重)
課長
(特重)

管区機関
課長補佐
係長(困)

課長 課長
(特困)

部長
(重)

機関の長
部長(特重)

機関の長
(特重)

府県単位
機関

課長
課長
(困)

機関の長
機関の長
(困)

地方出先
機関

機関の長
課長(困)

機関の長
(困)

行(一)級別標準職務表(抜粋)

私たち管理職員の仕事は、過去と比較するなら(1)入札契約業務に関わる作業が増大し (2)説明責任

から過度なまでの説明資料が求められています。また、係長の空きポスト等人員は減り、業務マネー

ジメント、部下の健康管理など負担は増加する一方です。

職種別定数の改善状況

kk403103
ノート注釈
kk403103 : Accepted

kk403103
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